
事業契約書（案）における事業契約書（素案）からの主な変更点 

新：事業契約書（案） 旧：事業契約書（素案） 

（権利義務の譲渡等） 

第 8 条 （１項 略） 

2  乙は、本契約の締結時点における株主

以外の者に対して新たに株式、新株予約

権、又は新株予約権付社債を発行する場合

は、事前に甲の承諾を得なければならな

い。 

3  乙は、事前に甲に承諾を得なければ、

合併、株式交換・株式移転、会社分割、営

業譲渡その他会社の基礎を変更してはな

らない。 

 

（許認可等） 

第 11 条 （１～３項 略） 

4  乙は甲による第１項ただし書きに定め

る許認可の取得、届出等に必要な資料の

作成、提出及びこれらに係るその他の事

務を甲の指示に従い行うものとする。 

5 乙は、本件施設等の着工に先立ち、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律に基づ

き、生活環境影響調査を甲の指示に従い

実施するものとする。 

 

 

 

 

6  甲が本事業につき国庫補助制度を利用

することとし、乙に対して協力を求めた

場合、乙は、申請に関わる書類作成等に

必要な資料の提出等その他について協力

するものとする。 

 

（建設用地等） 

第 13 条 （１～６項 略） 

（権利義務の譲渡等） 

第８条 （１項 略） 

2  乙は、本契約の締結時点における株主

以外の者に対して新たに株式を発行する

場合は、事前に甲の承諾を得なければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

（許認可等） 

第 11 条 （１～３項 略） 

4  甲が、乙に対して協力を求めた場合、

乙は甲による第１項ただし書きに定める

許認可の取得、届出等に必要な資料の提

出その他について協力するものとする。 

5  乙は、本件施設等の着工に先立ち、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

き、生活環境影響調査を実施し、かかる

調査結果をすみやかに甲に報告しなけれ

ばならない。 

6  乙は、排水処理施設等の設置に必要な

許認可等は、第３４条に定める完成検査

までにすべて取得しておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

（建設用地等） 

第 13 条 （１～６項 略） 



7  乙は、自己の責任及び費用において事

業場所及び作業用地における安全管理及

び警備等を行うものとする。本件工事の施

工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗

難又は損傷等により追加の費用が発生し

た場合、甲の責めに帰すべき事由による場

合又は不可抗力に起因する増加費用とし

て甲が負担する場合を除き、当該増加費用

は乙が負担する。 

8  （略） 

9  乙は、作業用地及び事業場所（本件施

設等が設置されている範囲を除く。）を建

設期間終了後速やかに、乙の費用負担によ

り、第１７条第３項の規定に従って作成し

た事業場所現況図書に基づき、原状（本契

約の履行により生じることが避けられな

い損耗消耗分を除く。）に復帰させた後、

甲に返却するものとする。 

 

（測量調査等） 

第 16 条 （１～３項 略） 

4  乙は、乙が行った測量調査又は地質調

査の不備、誤謬等により必要となる一切の

費用を負担するものとする。 

5  乙が実施した測量結果と甲が乙に提示

した測量データとの間に差異があった場

合又は地質調査結果と甲が乙に提示した

地質データとの間に差異があった場合の

増加費用は乙の負担とする。ただし、かか

る差異が著しい場合又は甲が提示したデ

ータに著しい誤謬がある場合には、甲と乙

との協議により増加費用を甲の負担とす

ることができる。 

6  乙が行った地質調査及びその他の調査

によって、又は調査後建設中に地中埋設物

又は土壌汚染が発見された場合、甲は自己

7  乙は、自己の責任及び費用において事

業場所及び作業用地における安全管理及

び警備等を行うものとする。本件工事の

施工に関し、建設機械器具等必要な設備

の盗難又は損傷等により追加の費用が発

生した場合、不可抗力に起因する追加費

用として甲が負担する場合を除き、当該

追加費用は乙が負担する。 

 

8  （略） 

9  乙は、作業用地及び事業場所を建設期

間終了後速やかに、乙の費用負担により、

第１７条第３項の規定に従って作成した

事業場所現況図書に基づき、原状（本契

約の履行により生じることが避けられな

い損耗消耗分を除く。）に復帰させた後、

甲に返却するものとする。 

 

 

（測量調査等） 

第16条 （１～３項 略） 

4  乙は、乙が行った測量調査又は地質調

査の不備、誤り等により必要となる一切

の費用を負担するものとする。 

5  乙が実施した測量結果と甲が乙に提示

した測量データとの間に差異があった場

合の増加費用は乙の負担とする。ただし、

かかる差異が著しい場合には、甲と乙と

の協議により増加費用を甲の負担とする

ことができる。 

 

 

 

6  乙が行った地質調査及びその他の調査

によって、又は調査後建設中に入札説明

書等に提示した条件と著しく異なる土壌



の責任及び費用において、乙が本事業を遂

行できる状態とするものとする。 

7  （略） 

 

（設計） 

第 18 条 （１～４項 略） 

5  本件施設等について第３項の設計変更

が行われた場合において、当該設計変更が

乙の責に帰すべからざる事由に基づくと

きは、その追加の費用については甲の負担

とし、乙は、かかる増加費用回収を目的と

して、甲に対して通知の上、サービス対価

の改定を求めることができる。ただし、甲

が負担する設計・建設費の増加費用額は、

工事費内訳が確定した後に協議の上定め

るものとし、民間事業者提案の設計・建設

費の見積りから増加した分を上限とする。

また、乙の設計・建設又は運営・維持管理

に係る費用の減少が生ずる場合、甲と乙の

協議により当該減少分をサービス対価か

ら減ずるものとし、乙の運営・維持管理に

係る費用の増加が生ずる場合、甲と乙の協

議により当該増加分をサービス購入料に

追加するものとする。 

 

（書類の提出） 

第 21 条 乙は、本件施設等の建設及び改良

について、設計図書等提出日までに、設計

図、設計計算書、工事施工計画書及び工事

費内訳書を甲に提出し、関係法令、本契約、

入札説明書等及び民間事業者提案に基づ

いた内容であるかどうかにつき甲の確認

を受けなければならない。なお、それらの

図書の仕様及び部数については甲と乙が

協議して定めるものとする。甲は、乙がか

かる書類を提出した日から１４日以内に

汚染が発見された場合、甲は自己の責任

及び費用において、乙が本事業を遂行で

きる状態とするものとする。 

7  （略） 

（設計） 

第 18 条 （１～４項 略） 

5  本件施設等について第２項の設計変更

が行われた場合において、当該設計変更

が乙の責に帰すべからざる事由に基づく

ときは、その追加の費用については甲の

負担とし、乙は、かかる追加費用回収を

目的として、甲に対して通知の上、サー

ビス対価の改定を求めることができる。

ただし、甲が負担する追加費用額は、工

事費内訳が確定した後に協議の上定める

ものとし、民間事業者提案の設計・建設

費の見積りから増加した分を上限とす

る。また、乙の設計・建設又は運営・維

持管理に係る費用の減少が生ずる場合、

甲と乙の協議により当該減少分をサービ

ス対価から減ずるものとする。 

 

 

 

 

（書類の提出） 

第 21 条 乙は、本件施設等の建設及び改良

について、設計図書等提出日までに、設計

図、設計計算書、工事施工計画書及び工事

費内訳書を甲に提出し、関係法令、本契約、

入札説明書等及び民間事業者提案に基づ

いた内容であるかどうかにつき甲の確認

を受けなければならない。なお、それらの

図書の仕様及び部数については甲と乙が

協議して定めるものとする。 

 



確認を行うものとし、１４日以内に甲から

連絡がない場合には、当該確認が行なわれ

たものとみなす。 

（２～５項 略） 

6  甲は、第１項ないし第５項に掲げる書

類が別紙２に示す仕様又は別紙７の全体

工事工程表に反するときは、乙に対してそ

の旨を速やかに通知しなければならない。 

（７～９項 略） 

 

（乙による工事監理者及び工事監督者の設

置） 

第 24 条 （１～３項 略） 

４ 乙は、水道布設工事にあたっては、水道

法（昭和３２年法律第１７７号）第１２条

に定める工事監督者を配置しなければな

らない。 

 

（工期又は工程の変更） 

第 25 条 甲及び乙は、工期又は重要な工程

の変更を求める場合は、変更の理由及び当

該理由を生じさせた原因の詳細を相手方

に通知するものとする。 

２ 前項の工期又は重要な工程の変更の可

否については、甲と乙との協議で定めるも

のとする。かかる協議が整わないときは、

甲が合理的な工期又は工程を定めて乙に

通知し、乙はこれに従うものとする。 

（３～５項 略） 

 

（甲の検査） 

第 86 条 

（第２６条以降、条文番号ずれ） 

 

（乙による完成検査） 

第32条 （１～３項 略） 

 

 

 

（２～５項 略） 

6  甲は、前項各号に掲げる書類が別紙２

に示す仕様又は別紙７の全体工事工程表

に反するときは、乙に対してその旨を速

やかに通知しなければならない。 

（７～９項 略） 

 

（乙による工事監理者の設置） 

 

第24条 （１～３項 略） 

 

 

 

 

 

（工期又は工程の変更） 

第25条 甲及び乙は、工期又は工程の変更を

求める場合は、変更の理由及び当該理由

を生じさせた原因の詳細を相手方に通知

するものとする。 

2 前項の工期又は工程の変更の可否につい

ては、甲と乙との協議で定めるものとす

る。かかる協議が整わないときは、甲が合

理的な工期又は工程を定めて乙に通知し、

乙はこれに従うものとする。 

（３～５項 略） 

 

（甲の検査） 

第26条 

  条文番号変更（第８６条） 

 

（乙による完成検査） 

第33条 (１～３項 略) 



4  乙は、本件施設等の維持管理・運営業

務並びに沈砂池天日乾燥床の運営業務を

実施する人員に対し当該業務の遂行に必

要となる研修を実施する等により、本件

施設等の甲への引渡までに、本件施設等

の維持管理及び運営業務並びに沈砂池天

日乾燥床の運営業務の実施ための体制を

確保しなければならない。 

 

 

（引渡し） 

第 34 条 乙は、甲が前条第３項に規定する

工事完成検査結果通知書を乙に交付した

後、平成２０年３月３１日に、本件施設等

を甲に引渡し、かかる引渡しと同時に甲は

乙に受領書を交付するものとする。 

 （２～３項 略） 

 

 

（運営期間中の第三者の使用） 

第38条 (１項 略) 

2 前項に基づき、第三者が乙から委任を受

け又は請け負った維持管理・運営業務の

一部について、さらにその他の第三者に

その一部を委任し又は下請人を使用す

るときは、乙は甲に対してその旨を記載

した書面を提出するものとする。 

 

 

3  甲は、必要と認めた場合には、随時、

乙から維持管理・運営業務の遂行体制に

ついて報告を求めることができるものと

する。 

 

 

 

4  乙は、完成検査の後、本件施設等の維

持管理・運営業務並びに沈砂池天日乾燥

床の運営業務を実施する人員に対し当該

業務の遂行に必要となる研修を実施する

等により、本件施設等の甲への引渡まで

に、本件施設等の維持管理及び運営業務

並びに沈砂池天日乾燥床の運営業務の実

施ための体制を確保しなければならな

い。 

 

（引渡し） 

第35条 乙は、甲が前条第３項に規定する工

事完成検査結果通知書を乙に交付した

後、平成２０年３月３１日までに、本件

施設等を甲に引渡し、かかる引渡しと同

時に甲は乙に受領書を交付するものとす

る。 

（２～３項 略） 

 

（運営期間中の第三者の使用） 

第39条 (１項 略) 

2  前項に基づき、第三者が乙から委任（廃

棄物の処理及び清掃に関する法律などの

法令に抵触しない場合に限る。）を受け

又は請け負った維持管理・運営業務の一

部について、さらにその他の第三者にそ

の一部を委任し又は下請人を使用すると

きは、乙は甲に対してその旨を記載した

書面を提出するものとする。 

3  甲は、必要と認めた場合には、随時、

乙から維持管理・運営業務の遂行体制に

ついて報告を求めることができるものと

する。なお、乙は、産業廃棄物の運搬又

は有効利用の委任に際して委任先から送

付を受けた廃棄物管理票、買取証明書等

の写しを事業期間中にわたり保管し、甲



 

(４項 略) 

 

（運営開始の遅延） 

第 39 条 （１項 略） 

2  乙の責めに帰すべき事由により、工期

延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設

等の維持管理・運営業務又は沈砂池天日乾

燥床の運営業務を開始できない場合、乙

は、運営開始日までの延滞日数に応じ、設

計・建設費並びにこれに係る消費税及び地

方消費税（ただし、支払利息を除く金●円）

につき年１０．７５％の割合で計算した遅

延損害金を甲に支払うものとし、当該遅延

損害金を超える損害又は増加費用がある

ときは、かかる超過額を甲に支払うものと

する。 

 

 

 

 

3  不可抗力により、工期延長等が生じ、

運営開始予定日までに本件施設等の維持

管理・運営業務又は沈砂池天日乾燥床の運

営業務を開始できない場合、その遅延によ

り乙に生じた合理的な増加費用及び損害

は、別紙３のとおりの負担とする。この場

合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加

費用及び損害の負担方法等について協議

して決定することができるものとする。 

（４項 略） 

 

（非常用電源施設の設置及び運用） 

第 44 条 （１項 略） 

2  前項の非常時の対応時間は２４時間以

上とし、乙は、常時、非常用発電施設を２

の要求があれば速やかに開示する。 

(４項 略) 

 

（運営開始の遅延） 

第40条 （１項 略） 

2  乙の責めに帰すべき事由により、工期

延長等が生じ、運営開始予定日に本件施

設等の維持管理・運営業務又は沈砂池天

日乾燥床の運営業務を開始できない場

合、乙は、運営開始予定日から実際に本

件施設等の維持管理・運営業務並びに沈

砂池天日乾燥床の運営業務が開始される

までの期間において、甲が負担した増加

費用及び損害に相当する額を負担すると

ともに、あわせてかかる増加費用及び損

害額の負担とは別に、運営開始日までの

延滞日数に応じ、設計・建設費並びにこ

れに係る消費税及び地方消費税（ただし、

支払利息を除く金●円）につき年１０．

７５％の割合で計算した遅延損害金を甲

に支払う。 

3  不可抗力により、工期延長等が生じ、

運営開始予定日までに本件施設等の維持

管理・運営業務又は沈砂池天日乾燥床の

運営業務を開始できない場合、その遅延

により乙に生じた合理的な増加費用及び

損害は、別紙３のとおりの負担とする。

この場合、必要に応じて甲及び乙は、か

かる増加費用及び損害の負担方法等につ

いて協議することができるものとする。 

（４項 略） 

 

（非常用電源施設の設置及び運営） 

第45条  

2  前項の非常時の対応時間は２４時間以

上とし、乙は、常に、非常用発電施設を



４時間以上稼動させるために必要な燃料

を事業場所内に確保しておかなければな

らない。 

（３項 略） 

 

（有効利用等） 

第47条 乙は、発生土及び発生砂を、別紙５

に記載された方法に従い、全量、有効利

用しなければならない。ただし、乙の申

し入れにより、有効利用が困難な状況に

ついて、甲がやむを得ないと判断し、承

諾した場合に限り、乙の費用で最終処分

場に搬入して埋め立て処分することがで

きる。なお、乙は、発生土及び発生砂の

品質を自己の費用及び責任で確認するも

のする。 

2  乙は、発生土及び発生砂に、取水又は

浄水過程において関係法令等の基準を超

える汚染物・毒劇物が混入したと認めら

れ、かかる発生土及び発生砂の有効利用

が困難であると判断した場合、甲乙間で、

その処分方法等につき協議を行うものと

する。 

3  乙は、第1項に定める発生土及び発生砂

の有効利用に関し、一切の責任を負うも

のとする。 

4  有効利用により商品化された発生土又

は発生砂に関して、甲が第三者の損害を

賠償しなければならない場合には、乙は、

甲の請求により、当該損害賠償相当額を

甲に対して支払わなければならない。か

かる有効利用により商品化された発生土

又は発生砂に関して、甲に対する訴訟が

提起された場合、甲は、乙に対し、その

旨通知するものとする。 

 

２４時間以上稼動させるために必要な燃

料を事業場所内に確保しておかなければ

ならない。 

（３項 略） 

 

（有効利用等） 

第48条 乙は、発生土及び発生砂を、別紙５

に記載された方法に従い、全量、有効利

用しなければならない。ただし、乙の申

し入れにより、有効利用が困難な状況に

ついて、甲がやむを得ないと判断し、承

諾した場合に限り、乙の費用で最終処分

場に搬入して埋め立て処分することがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  乙は、前項に定める発生土及び発生砂

の有効利用に関し、一切の責任を負うも

のとする。 

3  有効利用により商品化された発生土又

は発生砂に関して、甲が第三者の損害を

賠償しなければならない場合には、乙は、

甲の請求により、当該損害賠償相当額を

甲に対して支払わなければならない。 

 

 

 

 

 



（株主による保証） 

第48条 乙は、甲が認める乙の株主に、甲に

対し、乙が別紙５に定める有価利用分と

しての処理量が提案量を下回った場合

に、当該未有価利用分に相当する量を限

度として、有効利用未達分の発生土又は

発生砂を買取る旨保証させ、かかる買取

保証書を当該株主から徴求し、甲に差し

入れるものとする。当該買取保証書の様

式は、別紙１４に定める様式による。 

 

（契約終了後の修繕）   

第 63 条 本契約終了後 1 年以内に本件施設

等につき、大規模修繕が必要となった場合

（ただし、甲の責めに帰すべき事由による

場合を除く。）には、甲は、乙に対し、か

かる大規模修繕に要する費用相当額につ

き損害賠償請求することができる。ただ

し、乙は、かかる損害賠償に代えて、甲の

承諾を得て、自ら又は第三者をして、本件

施設等の大規模修繕を行なうことができ

る。 

（２項 略） 

 

（乙の債務不履行等による契約の解除） 

第64条 （１～４項 略） 

5  甲は、落札者の構成企業に基本協定書

第６条第１項所定の事由が生じた場合

には、本契約を解除することができる。 

 

（本件施設等の引渡前の解除の効力） 

第68条 (１項 略) 

2  甲が前項に基づき合格部分の引渡しを

受けた場合、甲は、第５６条の前払金が

支払われているときにはこれを出来形部

分の買受代金から控除するものとし、そ

（出資者による保証） 

第49条 乙は、甲が認める乙の出資者に、甲

に対し、乙が別紙５に定める有価利用分

としての処理量が提案量を下回った場合

に、当該未有価利用分の発生土又は発生

砂を買取る旨保証させ、かかる買取保証

書を当該出資者から徴求し、甲に差し入

れるものとする。当該買取保証書の様式

は、別紙１４に定める様式による。 

 

 

（契約終了後の修繕）   

第 64 条 本契約終了後 1 年以内に本件施設

等につき、大規模修繕が必要となった場合

には、甲は、乙に対し、かかる大規模修繕

に要する費用相当額につき損害賠償請求

することができる。ただし、乙は、かかる

損害賠償に代えて、甲の承諾を得て、自ら

又は第三者をして、本件施設等の大規模修

繕を行なうことができる。 

 

 

（２項 略） 

 

（乙の債務不履行等による契約の解除） 

第65条 （１～４項 略） 

 

 

 

 

（本件施設等の引渡前の解除の効力） 

第69条 (１項 略) 

2  甲が前項に基づき合格部分の引渡しを

受けた場合、甲は、第５７条の前払金が

支払われているときにはこれを出来形部

分の買受金から控除するものとし、その



の後も残金がある場合には、①出来形部

分の残額を一括して支払うか、②出来形

部分の残額にこれにかかる支払利息を加

算して得られる金額を解除前の支払いス

ケジュールにしたがって支払うか、又は

③乙との別段の合意に基づく支払方法に

従って支払うかのいずれかを選択できる

ものとする。第５６条の前払金が出来形

部分の買受代金を上回る場合には、乙は

直ちにかかる買受代金を上回る額につき

前払金を甲に返還するものとする。 

 

（損害賠償等） 

第70条 第６４条の規定により本契約が解

除された場合（ただし、同条第５項の規

定により本契約が解除された場合を除

く。）で、本件施設等が甲に引き渡され

ていないときには、乙は、甲に対して、

サービス対価のうち設計・建設費（ただ

し、割賦支払利息を除く。）並びにこれ

に係る消費税及び地方消費税（金●円）

の１０％に相当する金額を違約金として

支払うものとする。 

（２～３項 略） 

4  第６５条又は第６６条の規定により本

契約が解除された場合、甲は、かかる解

除に起因して乙が被った損害を、乙に支

払わなければならない。ただし、かかる

甲の支払は、乙に生じた合理的な範囲の

損害に限るものとする。 

 

（不可抗力） 

第75条 （１～３項 略） 

3  第１項に規定する事由が発生した日の

翌日から起算して６０日以内に前項の規

定による協議が整わない場合は、別紙３

後も残金がある場合には、①出来形部分

の残額を一括して支払うか、②出来形部

分の残額にこれにかかる支払利息を加算

して得られる金額を解除前の支払いスケ

ジュールにしたがって支払うか、又は③

乙との別段の合意に基づく支払方法に従

って支払うかのいずれかを選択できるも

のとする。 

 

 

 

 

（損害賠償等） 

第71条 第６５条の規定により本契約が解

除された場合で、本件施設等が甲に引き

渡されていないときには、乙は、甲に対

して、サービス対価のうち設計・建設費

相当額並びにこれに係る消費税及び地方

消費税（ただし、支払利息を除く金●円）

の１０％に相当する金額を違約金として

支払うものとする。 

 

 

（２～３項 略） 

4  第６６条の規定により本契約が解除さ

れた場合、甲は、かかる解除に起因して

乙が被った損害を、乙に支払わなければ

ならない。ただし、かかる甲の支払は、

乙に生じた合理的な範囲の損害に限るも

のとする。 

 

（不可抗力） 

第76条 （１～３項 略） 

3  第１項に規定する事由が発生した日の

翌日から起算して６０日以内に前項の規

定による協議が整わない場合は、別紙４



に記載する負担割合によるものとする。

ただし、第６７条の規定により本契約を

解除する場合は、この限りでない。 

（４項 略） 

 

（著作権等） 

第 82 条 乙は、甲に対し、甲が本件施設等

の内容を本件施設等の維持管理・運営のた

めに公表することを許諾するものとする。 

（２項 略） 

 

（著作権の侵害防止） 

第 83 条 （１，２項 略） 

3 甲は、本契約に従い乙から引渡しを受け

た設計図書を本件施設の建設、運営及び維

持管理のために、無償で自由に使用（複製、

領布、改変及び翻案を含む。以下この項に

おいて同じ。）することができる。乙は、

甲によるかかる図書等の自由な使用のた

めに、必要な措置をとらなくてはならな

い。 

 

 

（遅延損害金） 

第 85 条 乙が本契約に基づき支払うべき金

銭の支払を遅延した場合、本契約に別段の

定めがある場合を除き、乙は、未払い額に

つき延滞日数に応じ年１０．７５％の割合

（１年を３６５日とする日割計算とし、両

端日を含む。）で計算した額の遅延損害金

を甲に支払わなければならない。 

2 甲が本契約に基づき支払うべきサービ

ス対価その他の金銭の支払を遅延した

場合、本契約に別段の定めがある場合を

除き、甲は、未払い額につき延滞日数に

応じ年１０．７５％の割合（１年を３６

に記載する負担割合によるものとする。

ただし、第６８条の規定により本契約を

解除する場合は、この限りでない。 

（４項 略） 

 

（著作権等） 

第 83 条 乙は、甲に対し、甲が本件施設等

の内容を自由に公表することを許諾する

ものとする。 

（２項 略） 

 

（著作権の侵害防止） 

第 84 条 （１，２項 略） 

3 甲は、本契約に従い乙から引渡しを受け

た設計図書を本件施設の建設、運営及び維

持管理のために、無償で自由に使用（複製、

領布、改変及び翻案を含む。以下この項に

おいて同じ。）することができる。乙は、

甲によるかかる図書等の自由な使用が、第

三者の著作権及び著作者人格権を侵害し

ないことを保証し、そのために必要な措置

をとらなくてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５日とする日割計算とし、両端日を含

む。）で計算した額の遅延損害金を乙に

支払うものとする。 

 

別紙５ 発生土及び発生砂の有効利用

等の方法 

 

１ 発生土有効利用 

   （略） 

２ 発生土有効利用に係る費用 

(1) 有価利用 

有価利用は、乙が発生土●t-ds（提

案量はゼロでないこと）を甲から●

（円/t-ds）（提案額は 100 円/t-ds 以上

であること）で買い取り、自らの責任

で発生土を販売するものとし、その収

益は乙に帰属するものとする。 

有価利用の提案量については、事業

期間を通じて維持するものとするが、

実際の有価利用量が提案量を下回っ

た場合においても、支払対価の計算は

提案量が維持されたものとみなして

行う。 

有価利用単価については、契約者の

一方からの申し出により５年ごとに

改定することができるものとする。 

(2) 非有価利用 

非有価利用は、有価利用の目的で乙

が甲から買い取る上記２（１）に示す

量を除いた発生土について、乙の責任

で有効利用を図るものとし、それに係

る費用を甲が負担するものとする。 

非有価利用単価については、契約者

の一方からの申し出により５年ごと

に改定することができるものとする。 

 

 

 

 

 

別紙５ 発生土及び発生砂の有効利用

等の方法 

 

１ 発生土有効利用 

   （略） 

２ 発生土有効利用に係る費用 

(1) 有価利用 

有価利用は、乙が発生土を甲から有

償（100 円/t-ds 以上）で買い取り、

自らの責任で発生土を販売するもの

とし、その収益は乙に帰属するものと

する。 

有価利用の提案量については、事業

期間を通じて維持するものとするが、

実際の有価利用量が提案量を下回っ

た場合においても、支払対価の計算は

提案量が維持されたものとみなして

行う。 

 

 

 

 

(2) 非有価利用 

非有価利用は、甲が発生土の処分を

「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」に基づいて乙に委託し、乙の責任

で有効利用を図るものとし、それに係

る費用を甲が負担するものとする。 

非有価利用単価については、５年に

１度見直す機会を設ける。 

 

 



３ 市場変動への対応等 

(1) 有価利用分の対応 

ア 有価利用分として提案された発

生土量の減量は 20 年間行わない。

ただし、契約締結時に想定できなか

った事態（埼玉、東京、神奈川、千

葉の都県営浄水場において、有価に

よる利用が確認できない場合等）が

生じた場合には協議を行う。提案に

かかる利用方法の市場が消滅した

のみでは有価による利用の市場の

消滅と認めない。 

イ （略） 

(2) 非有価利用分の対応 

    （略） 

 (3) 場内における作業 

 （略） 

 (4) 有効利用責任範囲 

乙が有効利用しなくてはいけない

範囲は、当該月 4500t-ds 未満又は事

業年度累積発生量が 23000t-ds 未満

である場合のみとし、これを上回った

場合には甲との協議とする。協議の結

果、乙が承諾した場合、超過分につい

ても協議した単価にて非有価利用を

図るものする。また、この非有価利用

分についても、当該事業年度の有効利

用実績として扱う。 

 

 

 (5) 発生土の所有権 

有価利用にかかる発生土の所有権

は、計量後に移転する。 

(6) 発生土量の変動 

 （略） 

(7) 事務手続き 

３ 市場変動への対応等 

(1) 有価利用分の対応 

ア 有価利用分として提案された発

生土量の減量は 20 年間行わない。

ただし、契約締結時に想定できなか

った事態（有価による利用の市場の

消滅等）が生じた場合には協議を行

う。提案にかかる利用方法の市場が

消滅したのみでは有価による利用

の市場の消滅と認めない。 

 

 

イ （略） 

(2) 非有価利用分の対応 

    （略） 

 (3) 場内における作業 

     （略） 

 (4) 有効利用責任範囲 

乙が有効利用しなくてはいけない

範囲は、当該月 4500t-ds 未満又は事

業年度累積発生量が 23000t-ds 未満

である場合のみとし、これを上回った

場合には甲との協議とする。協議の結

果、超過分について乙が非有価利用を

することを承諾した場合、甲は協議し

た単価にて非有価利用を委託する。ま

た、この非有価利用分についても、当

該事業年度の有効利用実績として扱

う。乙が承諾しなかった場合、甲が自

ら処分するものとする。 

 (5) 発生土の所有権 

発生土の所有権は、計量後に移転す

る。 

(6) 発生土量の変動 

 （略） 

(7) 事務手続き 



実際の有価利用分は、当該期の有価

利用見込み量により決定するものと

し、その分について乙は「買受書」を

発行する。また、乙は販売先より「有

効利用状況を証明するに足りる書類

（買取証明書）」の発行を受けるもの

とする。買取証明書はモニタリングに

おいて有価利用分の有効利用ができ

たことを確認する際に使用する。 

非有価利用分については、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律に基づき、

甲がマニフェストを発行する。 

(8) 確認方法 

  （略） 

(9)株主保証 

有価利用分の買い取りについて入

札参加に係る株主が保証するものと

する（埼玉、東京、神奈川、千葉の都

県営浄水場において、有価による利用

が確認できない場合等は別途協議）。 
 

 

別紙１０ サービス対価の支払につい

て 
 

        （略） 

２．設計・建設費 

        （略） 

(3) 設計・建設費の変動について 

設計・建設費の改定は原則として行

わない。 

特別な要因により工期内に主要な

工事材料の日本国内における価格の

著しい変動を生じ、設計・建設費が不

適当となったときは、甲又は乙は、設

計・建設費の変更を請求することがで

きる。 

実際の有価利用分は、当該期の有価

利用見込み量により決定するものと

し、その分について乙は「買受書」を

発行する。また、乙は販売先より「有

効利用状況を証明するに足りる書類

（買取証明書）」の発行を受けるもの

とする。買取証明書はモニタリングに

おいて有価利用分の有効利用ができ

たことを確認する際に使用する。 

非有価利用分については、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律に基づい

たマニフェストを発行する。 

(8) 確認方法 

  （略） 

(9) 出資者保証 

有価利用分の買い取りについて入

札参加に係る出資者が保証するもの

とする（有価による利用の市場が消滅

した場合等は別途協議）。 
 
 

 

別紙１０ サービス対価の支払につい

て 
 

        （略） 

２．設計・建設費 

        （略） 

(3) 設計・建設費の変動について 

工期内で契約締結の日から 12 月を

経過した後に日本国内における賃金

水準又は物価水準の変動により契約

書内訳の設計・建設費が不適当となっ

た場合には、相手方に対して設計・建

設費の変更を請求することができる。

当該請求があったときは、変動前残設

計・建設費（設計・建設費から当該請



予期することのできない特別の事

情により、工期内に日本国内において

急激なインフレーション又はデフレ

ーションを生じ、設計・建設費が著し

く不適当となったときは、甲又は乙

は、設計・建設費の変更を請求するこ

とができる。 

上記の場合において、設計・建設費

の変更額については、甲乙協議して定

める。ただし、協議開始の日から１４

日以内に協議が整わない場合にあっ

ては、甲が定め、乙に通知する。 

協議開始の日については、甲が乙の

意見を聴いて定め、乙に通知しなけれ

ばならない。ただし、甲が請求を行っ

た日又は受けた日から７日以内に協

議開始の日を通知しない場合には、乙

は、協議開始の日を定め、甲に通知す

ることができる。 

 

３．サービス購入料 

サービス購入料は発生土量によら

ず一定となる固定費、サービス単価に

発生土量（有効利用等を確認できたも

のに限る。）を乗じて算出される変動

費及び上記金額の合計額から控除さ

れる発生土の有価利用にかかる購入

費により構成される。 

電力は大久保浄水場北系電気室よ

り排水処理施設に分電する。使用電力

量を排水処理施設受電用積算電力計

により計量し、東京電力（株）電気受

給約款により積算された料金（ただ

し、基本料金分は含めない。）をサー

ビス購入料から控除する。なお、甲が

乙に支払うサービス購入料の内訳に

求時の出来形部分に相応する額を控

除した額をいう。以下同じ。）と変動

後設計・建設費（変動後の賃金又は物

価を基礎として算出した変動前残設

計・建設費に相応する額をいう。以下

同じ。）との差額のうち変動前残設

計・建設費の 1000 分の 15 を超える

額につき、設計・建設費の変更に応じ

るものとする（変動の基準となる賃金

水準又は物価水準については、入札公

告時に記述する）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．サービス購入料 

サービス購入料は発生土量によら

ず一定となる固定費と、サービス単価

と発生土量（有効利用等を確認できた

ものに限る。）に応じて算出される変

動費からなるものとする。 

なお、電気料金については、甲から

乙に電力を供給するため、使用量相当

額とサービス購入料と相殺する。ま

た、乙が甲から購入する発生土の有価

分の購入額についてもサービス購入

料と相殺する。 

 

 

 

 



は、提案に応じた電気料金相当額が含

まれる。 

   （略） 

 

 

 

 

        （略） 

 

 


